
④
調
理

　

中
心
部
ま
で
十
分
に
加
熱
し
ま
す
。

（
75
℃
で
１
分
間
以
上
）

⑤
食
事

　

食
事
の
前
に
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。

室
温
で
長
時
間
放
置
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

⑥
残
っ
た
食
品

　
温
め
直
す
際
も
十
分
に
加
熱
し
ま
し

ょ
う（
75
℃
以
上
）。
長
時
間
放
置
し
た

も
の
や
匂
い
が
お
か
し
い
も
の
は
捨
て

ま
し
ょ
う
。

　
食
中
毒
予
防
の
三
原
則
と
６
つ
の
ポ

イ
ン
ト
で
食
中
毒
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

照　
会　
環
境
課

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
６
２

ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
に	

出
張
個
別
相
談
会
を
開
き
ま
す

　
職
業
紹
介
や
求
職
登
録
、
弁
護
士
へ

の
養
育
費
な
ど
の
相
談
、
行
政
職
員
へ

の
生
活
相
談
が
で
き
ま
す
。

会　
場

①
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ザ
け
や
き

②
総
合
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
さ
ざ
ん
か

日　
時

①
８
月
10
日
㈫

②
８
月
20
日
㈮

※�

①
②
と
も
に
９
時
30
分
～
16
時（
１

人
30
分
）

参
加
費　
無
料（
託
児
あ
り　
要
予
約
）

※�

当
日
受
け
付
け
も
可
能
で
す
。ま
た
、

状
況
に
よ
り
中
止
や
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

照　
会　
ひ
と
り
親
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
３
４（
２
５
４
）１
１
９
１

後
期
高
齢
者
医
療
の	

保
険
証
が
変
わ
り
ま
す

　
８
月
１
日
㈰
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証（
保
険
証
）が
新
し
く
な
り

ま
す
。
緑
色
の
新
し
い
保
険
証
を
７
月

上
旬
か
ら
ご
本
人
宛
に
郵
送
し
て
い
ま

す
。
今
ま
で
使
用
し
て
い
た
藤
色
の
保

険
証
は
８
月
に
な
っ
た
ら
処
分
す
る
か

照
会
先
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

８
月
１
日
か
ら
新
し
い
保
険
証	

で
受
診
し
ま
し
ょ
う

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険

証
）
が
新
し
く
な
り
ま
す
。
加
入
者
全

員
分
の
新
し
い
藤
色
の
保
険
証
を
７
月

上
旬
か
ら
世
帯
主
宛
て
に
郵
送
し
て
い

ま
す
。
70
歳
以
上
の
人
に
は
、
保
険
者

証
と
高
齢
受
給
者
証
が
１
つ
に
な
っ
た

「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
兼
高
齢
受

給
者
証
」
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
今
ま

で
使
用
し
て
い
た
ク
リ
ー
ム
色
の
保
険

証
は
、８
月
に
な
っ
た
ら
各
世
帯
で
責

任
を
も
っ
て
処
分
す
る
か
照
会
先
に
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

７
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
開
始	

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請

　
現
在
、
本
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
免
除
申
請
し

ま
し
ょ
う
。
詳
細
は
、
照
会
先
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
決
定
通
知	

を
８
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　
令
和
３
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
を
８
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
り
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
な

ど
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
保

険
料
が
減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
申
請
手
続
き
が
必
要
と
な
る
の
で

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

自
分
の
体
と
向
き
合
う
た
め
に	

特
定
健
診
を
受
診
し
よ
う

　
特
定
健
診
は
、
糖
尿
病
や
脂
質
異
常

症
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
に

つ
な
が
る
大
切
な
健
診
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40

歳
か
ら
74
歳
の
人
は
、
年
に
一
度
特
定

健
診
を
受
診
し
て
生
活
習
慣
病
を
予
防

し
ま
し
ょ
う
。

照　
会　
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
７
１

介
護
入
門
的
研
修
の
受
講
生
を	

募
集
し
ま
す

　
介
護
に
関
心
を
持
つ
介
護
未
経
験
者

が
受
講
で
き
る「
介
護
入
門
的
研
修
」を

実
施
し
ま
す
。
同
研
修
で
は
、
介
護
の

業
務
に
携
わ
る
上
で
の
不
安
解
消
や
基

本
的
な
知
識
の
取
得
、
介
護
事
業
所
へ

の
就
労
支
援
を
行
い
ま
す
。

対
象
者　
介
護
に
関
心
が
あ
る
人

定　
員　
15
人

※
応
募
多
数
の
場
合
は
先
着
順

◆
事
前
説
明
会

※�

研
修
を
受
講
す
る
た
め
に
は
説
明
会

へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。

開
催
日　
８
月
23
日
㈪

時　
間　
14
時
30
分
～
16
時

会　
場　
市
役
所
３
階
３
０
２
会
議
室

◆
研
修
日
程（
全
４
日
間
）

①
９
月
６
日
㈪　
②
９
月
10
日
㈮

③
９
月
17
日
㈮　
④
９
月
24
日
㈮

時�　
間　
９
時
30
分
～
16
時（
日
に
よ

っ
て
異
な
り
ま
す
）

会　
場　
市
役
所
３
階
会
議
室

受
講
料　
無
料

申�

込
方
法　
電
話
、窓
口
で
受
け
付
け
。

照　
会　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
１
８
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